
不
受
不
施
派
流
僧

の
祈
り
と
行
法

(
宮
 

崎
)

三
八

不
受
不
施
派
流
僧
の
祈
り
と
行
法

宮

崎

英

修

一
 
不
受

不
施
義

公
認

の
誓
願

不
受

不
施
派
僧
俗
の
祈
り
、
願
望
は
、
不
受
不
施
義
を
公
認
し
再
興

し
て
不
受

不
施
義
を
根
幹
と
す
る
法
華
信
仰
、
法
華
宗
化
儀
を
樹
立
せ

ん
と
す
る
に
あ

つ
た
。
す
な
わ
ち
、
不
受
不
施
義
の
完
全
実
施
に
よ
つ

て
の
み
真
の
法
華
経
精
神

の
発
輝
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ

つ
て
通

一
仏

土
、
四
海
帰
妙
の
仏
国
土

の
建
設
が
あ
る
と
確
信
し
た
の
で
あ
る
。

日
蓮
法
華
宗
の
不
受
不
施
義
の
展
開
を
見
る
と
、
は
じ
め
は
王
候
除

外
制
に
よ
る
不
受
不
施
義
で
あ

つ
た
が
、
教
団
の
発
展
に
と
も
な
い
教

団
内
部

に
教
権
支
配
が
強
力
と
な
り
、
従
来
教
団
を
外
部
よ
り
規
制
し

来

つ
た
政
治
権
力
に
対
し
、

こ
れ
に
対
応
す
る
自
衛
力
を
保
有
す
る
に

至
る
の
で
あ
る
。
当
時
の
政
治
情
勢
は
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
、
南
北
朝
対

立
を
経

て
室
町
幕
府
の
成
立
を
も
た
ら
す
が
、
幕
府

の
政
権
は
戦
国
大

名
の
間

に
彷
径
し
て
実
力
を
衷
失
し
て
い
た
か
ら
、
当
時
有
力
な
宗
派

天
台

・
禅

二

向

・
法
華
の
諸
宗
は
、
幕
権
に
依
頼
し
な
が
ら

一
方
で

着
々
と
自
宗
の
実
力
を
や
し
な

つ
て
い
た
。
し
か
る
に
天
文

五
年

(
一

五
三
六
)
七
月
、
天
文
法
華
乱
以
降
、
諸
宗
派

は
そ
れ
ぞ
れ
に
勢
力
を

近
畿
、
北
越
に
わ
た
つ
て
伸
張
し
た
が
、
織
田
豊
臣
の
権
勢
の
も
と
に

よ
う
や
く
そ
の
傘
下
に
帰
属
せ
し
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。

日
蓮
法
華
宗
も
、
織
田
信
長

の
日
蓮
宗
抑
圧

の
政
策
安
土
宗
論
の
謀

略
に
か
か
り

一
宗
沈
滞
し
た
が
、
豊
臣
秀
吉
の
時
代
に
至
つ
て
法
論
不

当
、
証
文
破
殿
の
布
令
に
よ
つ
て
汚
名
を
払
拭

し
得
た
も
の
の
方
広
寺

の
大
仏
供
養
千
僧
会
が
催
お
さ
れ
る
に
及
び
、
更
び

一
宗
浮
沈
の
瀬
戸

際
に
お
い
こ
ま
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
供
養
会

の
出
仕
、
不
出
仕
と
は
い
い

か
え
れ
ば
諺
法
供
養
を
受
く
る
や
否
や
の
問
題

で
、
文
禄

四
年

(
一
五

九
五
)
九
月
こ
の
千
僧
供
養
会

に
不
出
仕
を
唱
え
た
妙
覚
寺

日
奥

・
本

国
寺
日
損
等
と
、
当
時
京
都
法
華
宗
長
老
本
満
寺
日
重

・
日
乾

・
本
法

寺
の
日
通
等
の
供
養
会
出
仕
論
者
の
両
者
が
対

立
し
た
こ
と
に
よ
り
王

候
除
外
の
不
受
不
施
義
が
法
華
宗
を
二
派
に
分
立
せ
し
め
た
。

慶
長
三
年

(
一
五
九
八
)
六
月
秀
吉
没
し
、
徳

川
家
康

が
天
下
を
制

す
る
に
及
び
、
そ
の
宗
教
政
策
は

「
天
下
政
道

の
手
始
め
、
万
民
見
せ

(1
)
 

し
め
の
為
に
厳
重
の
御
成
敗
」
を
も

つ
て
の
ぞ
む
と
い
う
厳
罰
態
度
で
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事
を
処
し
た
か
ら
、
日
奥

の
不
受
不
施
義
は
国
主
権
力

の
前
に
は
全
く

無
力
と
な
り
、
日
重

一
党
の
千
僧
会
出
仕
者
は

「固
辞
し
が
た
き
厳
命

の
旨
あ
る
故
」
と
弁
じ
て
諺
施
受
容
を
合
理
化
し
、
家
康
没
後

の
徳
川

政
権
下
の
日
蓮
法
華
宗
の
不
受
不
施
義
を
規
制
す
る
よ
う
に
な
る
。
い

ま
国
家
権
力
に
対
峙
し
て
不
受
義
を
立
て
、
死
罪
、
遠
流
、
禁
獄
、
追

放
等
に
処

せ
ら
れ
た
不
受
不
施
派
の
人
々
、
特
に
流
罪
と
な
つ
た
諸
師

を
中
心
に
そ
の
行
動
を
考
え
て
見
る
と
こ
れ
ら
人

々
の
日
々
の
行
業
は

読
経
、
祈
願
、
著
述
、
読
書
に
あ
け
く
れ
て
い
た
よ
う
で
、
不
受
不
施

義
の
公
認
、
不
受
不
施
制
の
公
許
こ
そ
真
の
法
華
宗
の
広
布
、
四
海
帰

命
、
立
正
安
国
の
実
を
あ
げ
る
も
の
と
確
信
し
て
い
た
。
い
う
ま
で
も

な
い
が
不
受
の
公
認
、
公
許
は
流
罪
の
赦
免
を
意
味
し
、
流
人
僧
の
赦

免
は
不
受
公
許
に
外
な
ら
ぬ
と
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

二
 
仏

性
院

日
奥

の
行
業

に
つ
い
て

ま
ず
不
受
不
施
派
の
派
祖
と
仰
が
れ
不
受
不
施
義
中
興
の
祖
、
中
祖

と
崇
敬
さ
れ
る
日
奥
に
つ
い
て
見
よ
う
。
日
奥
は
京
都
の
上
層
町
衆
、

辻
藤
兵
衛

の
子
天
正
二
年

(
一
五
七
四
)
十
歳
の
と
き
妙
覚
寺
十
八
世

日
典
の
弟
子
と
な
り
、
孜

々
と
し
て
勉
学
し
た
が
日
典
は
そ
の
器
を
愛

し
て
教
導

そ
の
底
を
つ
く
し
、
文
禄

元
年

(
一
五
九
二
)
同
寺
十
九
世

の
主
職
を
譲

つ
た
。
日
奥
時
に
二
十
八
歳
の
若
年
で
あ

つ
た
が
よ
く
そ

の
嘱
望
に

こ
た
え
て
妙
覚
寺

の
伝
統
を
つ
ぎ
、
秀
吉

・
家
康
の
権
勢
に

屈
す
る

こ
と
な
く
し
て
諺
施
を
受

け
ず
、
慶
長

五
年

(
一
六
○
○
)
六

月
対
馬
に
流
さ
れ
、
慶
長
十
七
年
赦
免
を
得
て
帰
洛
し
た
が
、
寛
永
七

年

(
一
六
三
○
)
再
び
不
受
不
施
論
争

「身
池

対
論
」
に
連
坐
し
て
そ

の
首
魁
と
見
な
さ
れ
、
そ
の
死
後
た
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
再
犯
の
故

に
と
ま
た
対
馬
に
配
流
、

い
わ
ゆ
る
死
後

の
流
罪
に
処
せ
ら
れ
た
。

 さ
て
日
奥
は
大
仏
の
造
立
が
進
渉
し
発
願
後

八
年
目
文
禄

二
年

(
一

五
九
三
)
九
月
棟
上
が
行
わ
れ
る
や
供
養
必
至
を
慮
ば
か
つ
た
も

の
か

大
仏
造
像
仏
殿
の
不
成
就
を
祈
願
し

日
蓮
大
菩
薩
ノ
御
立
行
深
ク
信
受
シ
奉
ル
義
仏
意

二
相
叶
バ
大
仏
改
易
ノ
願

望
必
ズ
成
就
セ
シ
メ
ン
 
文
禄
二
癸
巳
九
月
中
二
此
験
見
セ
玉
へ
 
在
判
二

十
五
日
夜
大
地
震
動
ス
、
翌
朝
二
右
ノ
誓
願
カ
ト
疑
ヒ
思
テ
閲
ヲ
取
ル
ニ
霊

験
新
二
覚
ユ

(奥
聖
鑑
抜
葦
万
亀
P
七
五
九
)

こ
の
願
文
を
も
つ
て
日
奥
は
大
仏
改
易
を
祈
り
、
大
仏
殿
棟
上
の
翌
日

二
十
五
日
に
霊
験
を
感
得
し
た
こ
と
を
喜
悦
し
て
い
る
。
し
か
し
大
仏

殿
の
造
営
は
着
々
と
進
み
、
文
禄
四
年
九
月
落
成
を
見
る
に
至
り
か
く

し
て
秀
吉
は
先
祖
、
父
母
、
六
親
九
族
菩
提

の
た
め
千
僧
供
養
会
を
営

む
こ
と
と
な

つ
た
。
勿
論
、
日
蓮
宗
に
も
招
請

が
あ

つ
た
が
宗
門
は
不

信
者
で
あ
る
秀
吉
の
供
養
を
受
け
る
こ
と
は
諺
法
者
の
供
養
を
受
け
る

こ
と
で
、
こ
れ
は
宗
祖
以
来
の
厳
制
で
あ
る
か
ら
受
く
べ
き
で
な
い
と

す
る
妙
覚
寺
日
奥
等
と
、
国
主

の
施
は
た
と
え
諺
供
た
り
と
も
格
別
の

も
の
で
あ
る
か
ら
受
く
べ
く
、
ま
た
不
受
を
た

て
て
国
主
の
不
興
を
蒙

む
り
宗
門
を
廃
退
せ
し
む
る
こ
と
が
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
と
す
る
日
重
等

長
老
た
ち
と
対
立
し
た
が
、
強
力
な
指
導
力
を
も
つ
日
重
の
意
見
に
よ

不
受
不
施
派
流
僧

の
祈
り
と
行
法

(
宮
 

崎
)
 

三
九

-521-



不
受
不
施
派
流
僧

の
祈

り
と
行
法

(
宮
 

崎
)
 

四
○

つ
て

一
宗
は
出
仕
す
る
こ
と
と
な
つ
た
。
日
奥
等
は
あ
く
ま
で
出
仕
を

拒
み
、
出
寺
し
て
諸
国
を
遊
化
し
出
仕
者
を
諺
法
、
諦
供
受
容
の

一
閾

提
人
と
責
め
た
。
そ
こ
で
日
重
等
は
日
奥

の
所
行
は
貴
命
に
応
ぜ
ず
祖

師
に
背
戻

す
る
も
の
と
秀
吉
に
訴
え
た
が
、
秀
吉
は
こ
れ
を
す
べ
て
黙

殺
し
た
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
秀
吉
没
後
、
家
康
は
日
重
等
の
訴
え
を

い
れ
前
掲

の
如
く
権
威
の
厳
重
施
行
を
要
求
し
て
日
奥
に
出
仕
を
求
め

た
が
、
日
奥

は
旧
の
如
く
あ
く
ま
で
拒
ん
だ
の
で
こ
れ
を
対
馬
に
遠
流

し
た
。
日
奥
は
対
馬
国
主
宗
智
義
に
あ
ず
け
ら
れ
た
が
、
在
住
中
は
不

受
義
の
公
許
、
法
華
正
法
の
流
布
を
祈
る
生
活
に
あ
け
く
ら
し
た
よ
う

で
あ
る
。
日
奥
の
祈
り
は
道
心
の
堅
固
な
る
こ
と
を
の
み
祈
つ
た
の
で

あ
り
、

こ
の
道
心
を
も
と
と
し
て
す
べ
て
の
祈
願
は
直
結
す
る
も
の
で

あ
る
と
し
て

い
る
。
日
奥
は
誓
願
す
る

果
報
の
目
出
度
も
拙
き
も
只
心
操
の
高
下
に
よ
る
事
な
れ
ば
神
仏
に
も
余
の

事
を
ば
祈
る
べ
か
ら
ず
、唯
慈
悲
道
心
の
深
き
事
を
祈
る
べ
し
と
い
う
事
也
。

た
だ
心
操
優
し
く
末
代
ま
で
の
語
り
伝
へ
に
も
な
る
程
の
心
持
を
持
た
せ
給

へ
と
祈
る
べ
し
。
万
の
願
満
こ
の
中
に
在
る
べ
し
。
縦
ひ
祈
る
と
錐
も
宿
因

の
な
き
果
報
は
更
に
来
る
べ
か
ら
ず
。
心
操
優
し
き
振
舞
は
貧
賎
の
人
の
中

に
猶
骨
髄
に
徹
す
る
事
あ
つ
て
長
き
世
語
と
も
成
り
末
代
の
人
の
鏡
と
成
る

事
も
有
り
然
れ
ば
宿
種
あ
る
は
有
に
つ
け
、
無
き
は
無
に
付
て
唯
心
操
お
た

し
く
持
た
ば
宿
福
の
無
き
は
出
で
来
り
、
有
る
は
弥
ヒ
増
長
す
べ
し
。

皆
人
本
を
祈
ら
ず
し
て
末
を
願
ひ
祈
る
事
愚
擬
の
至
り
仏
神
の
御
照
覧
も
恥

し
き
事
な
り
、
然
れ
ば
せ
は
せ
は
と
余
の
祈
請
無
益
な
り
。
只
心
操
世
に
比

類
な
き
事
を
祈
る
べ
し
。
争
か
仏
神
も
哀
憐
納
受
を
垂
れ
玉
は
ざ
ら
ん
や

慶
長
十
二
年
丁
未
盛
夏
廿
三
日

と
の
べ
た
が
新
し
く
こ
の
年
の
三
月
二
十
八
日
を
結
願

と
し
て

一
七
日

の
祈
願
を
こ
め
た
。
三
月
二
十
八
日
は
宗
祖
日
蓮

の
立
教
開
宗
の
佳
日

で
、
古
来
日
蓮
宗
で
は
こ
の
月
日
を
四
月
廿
八
日
と
す
る
の
と
三
月
廿

八
日
と
す
る
の
と
二
様
が
あ
り
、
日
奥
は
三
月
廿
八
日
を
開
宗

の
日
と

し
て
い
た
か
ら
、

こ
の
良
日
を
結
願
に
あ
て
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

も

こ
の
願
文
は
血
書
で
し
た
た
め
ら
れ
た
も

の
で
願
文
誠
に
厳
重
、

一
心
敬
礼
 
南
無
上
行
大
菩
薩
。
三
月
廿
二
日
よ
り
同
廿
八
日
ま
で
一
七
日

の
祈
念
、
所
詮
大
慈
大
悲
の
大
道
念
に
住
し
妙
法
不
思
議
の
大
神
力
に
依
り

堅
強
の
大
勢
力
を
出
し
、
天
下
の
諺
法
を
止
め
て
日
紹
、
日
重
、
日
乾
等
の

大
邪
見
を
擢
破
し
、
宗
旨
の
立
義
を
前
々
の
如
く
立
直
し
、
諸
天
善
神
の
御

加
被
力
を
蒙
つ
て
国
主
を
正
法
に
引
入
し
、

一
天
四
海
、
皆
帰
妙
法
の
弘
願

を
成
就
せ
し
め
給
へ
、
呉
々
日
奥
に
大
正
心
の
道
念
を
与
へ
給
ひ
て
柳
か
も

人
情
を
起
さ
し
め
給
ふ
べ
か
ら
ず
。
是
れ
深
く
愚
を
か
け
奉
る
処
な
り

慶
長
十
二
年
丁
未
三
月
廿
八
日
午
刻

(万
亀
P
七
六
○
)

日
奥
の
祈
願
は
諺
法
の
供
養
を
止
め
、
日
重
等

の
王
候
除
外
の
不
受

不
施
義
の
邪
見
を
ひ
る
が
え
し
、
国
主
が
前

々
の
如
く
不
受
不
施
義
を

公
認
さ
れ
る
よ
う
に
、
ま
た
日
奥
自
身
が
人
情
に
お
ぼ
れ
、
ほ
だ
さ
れ

て
宗
義
宗
制
の
理
解
、
維
持
に
対
し
、
遠
慮
し
た
り
譲
歩
し
た
り
し
て

き
ず
つ
け
な
い
よ
う
に
と
祈

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
願
文
は
配
流

八
年
目
の
慶
長
十
二
年
三
月
で
あ
る
が
、
翌
十
四
年
夏
法
華
経
百
万
部
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読
諦
の
願
を
立
て
妙
法

の
広
布
、
不
受
不
施
公
認
を
祈
り
諸
国
有
縁
の

真
俗
に
助
力
を
求
め
た

(御
縁
起
 
万
亀
P
五
○
○
)。
日
奥
は
早
く

よ

り
法
華
経
読
諦
行
を
つ
ん
で
い
る
が
、
元
和
九
年

(
一
六
二
三
)
四
月

の
日
典
三
十
三
回
忌
の
颯
諦
文
に
よ
れ
ば
文
禄

元
年

(
一
五
九
二
)
日

典
寂
年
の
十

一
月
廿
八
日
、
先
師
菩
提
の
為
に
十
万
部
読
諦
の
願
を
起

し
、
文
禄

三
年
先
師
三
回
忌
に
は
四
千
部
を
読
諦
納

経
し
た
。
そ

の

後
、
法
難
乃
至
遠
島
と
な
り
思
う
よ
う
に
進
渉
し
な
か
つ
た
が
、
十
七

回
忌

(慶
長
十
三
年
)
に
当
り
諸
国
真
俗
の
助
を
得
て
対
馬
に
お
い
て
十

万
部
読
諦

の
大
願
を
成
就
し
て
い
る
。
か
く
て
十
四
年
再
び
万
部
の
大

願
を
お

こ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
の
ち
元
和
九
年

(
二
ハ
ニ
三
)
十
月
、

不
受
不
施
公
許
の
折
紙
を
得
た
が
日
奥
は
当
時
三
百
十
三
万
九
千
六
百

七
十
三
部
以
上
の
納
経
を
成
満
し
て
い
る
が

「誠

に
以
て
加
様

の
功

力
、
当
宗
制
法
の
趣
板
倉
伊
賀
守
殿
、
公
方
様
御
耳
に
立
て
ら
れ
候
処

に
能

々
聞

し
召
し
分
け
ら
れ
即
ち
御
下
知
を
成
し
下
さ
れ
当
宗
不
受
不

施
諺
法
供
養
両
重
の
法
度
前

々
の
如
く
立

つ
べ
き
旨
仰
せ
下
さ
る
。
信

力
の
労
大
慶

こ
れ
に
過
ぎ
ず
候
」
(
万
亀
五
○
○
)
と
感
悦
し
て
い
る
。

三
 

日
奥
赦
免

の
祈
り
と
抑
制

流
僧

の
祈
り
は
不
受
制
法
の
公
許
に
あ
り
、
流
罪
赦
免
は
公
許
に
直

結
す
る
か
ら
、
恐
ら
く
流
罪
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
た
そ
の
日
か
ら
赦
免
の

祈
り
は
な
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
日
奥
は
対
馬
に
流
さ
れ
て
十
三
年

在
島
生
活
を
お
く
る
が
、
流
罪
の
時
に
随
身
し
た
録
内

・
録
外
御
書
を

操
り
返
し
操
り
返
し
読
ん
で
自
身

の
感
情
の
動

き
、
宗
教
的
理
性
の
高

揚
、
明
闇
悟
冥
の
起
伏
を
御
書

の
余
白
に
書
き

つ
け
て
お
り
、
日
奥
の

人
間
的
感
懐
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
の
べ
ら
れ
て

い
る
。
即
ち
、

(一)
 
日
重
の

一
党
日
乾

・
日
紹
及
び
流
罪
に
処
し
た
家
康
に
対
す
る

怨
嵯
の
念
、
諸
仏
諸
天
は
何
故
に
彼
等
を
罰
し
た
ま
わ
ぬ
の
か
と
い
う

不
信
の
声
、
そ
し
て
自
分
が
ま
こ
と
に
正
義
を
ふ
み
行

つ
て
い
る
の
で

あ
れ
ば
彼
等
は
必
ず
罰
を
う
け
自
分
は
赦
免
さ
れ
る
に
相
違
な
い
。

(二)

ま
た
こ
の
身
が
諸
難
に
あ
い
流
罪
に
あ

つ
た

こ
と
は
仏

の
制

戒
・金
言
の
如
説

の
行
者
た
る
こ
と
の
証
左
で
あ
る
と
法
悦
に
ひ
た
り
。

(三)
 
自
身
の
日
々
の
信
行
、
行
動
を
反
省
し
、
繊
悔
し
て
宗
祖
の
声

(3
)
 

を
親
た
り
に
聴
き
、
ま
た
こ
れ
を
聴
こ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
日
々
の
中
で
慶
長
十
五
年

(
一
六
一
○
)
三
月
二
十
三

日
、
願
文
を
(製
し

(万
亀
p
七
六
五
)

守
護
正
法
の
功
力
に
よ
つ
て
無
始
の
業
障

一
時
に
競
い
起
り
、
八
種
の
大
難

悉
く

一
身
に
償
い
候
…
…
予
遠
島
に
あ
り
と
錐
も
昼
夜
朝
暮
帰
依
渇
仰
の
思

い
廃
退
あ
る
こ
と
な
し
、
丹
誠
の
意
定
ん
で
照
覧
し
給
は
ん
か
、
冥
堕
誤
り

無
く
ん
ば
南
呂
己
前
に
一
の
尊
報
を
示
し
給

へ
。
誠
怪
誠
恐
敬
白
、

干
時
慶
長
十
五
年
庚
戌
三
月
廿
三
日
 
日
奥
在
判

と
祈

つ
た
。
日
奥
の
赦
免
運
動
は
早
く
か
ら
多

く
の
人
々
の
間

で
起
さ

れ
、
慶
長
七
年
二
月
池
上
本
門
寺

(十
三
世
)
蓮
成
院
日
尊
が
日
奥
に
送

つ
た
書
状
に
よ
れ
ば
、
後
藤
徳
乗

・
亀
屋
栄
仁
な
ど
と

一
諸
に
家
康
に

(4
)

働
き
か
け
、
慶
長
十

一
年
の
こ
ろ
常
楽
院
日
経

は
実
力
者
角
南
恕
慶
と

不
受
不
施
派
流
僧

の
祈
り
と
行
法

(
宮
 

崎
)

四

一
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不

受
不
施
派
流
僧

の
祈

り
と
行
法

(
宮
 
崎
)
 

四
二

(5
)
 

共
ハ
に
諸
方

に
赦
免
運
動
を
行
な
い
、
同
十
五
年
八
月
ご
ろ
、
対
馬
宗
氏

の
家
老
で
当
時
韓

・
明
国
の
外
交
官
と
し
て
最
も
著
名
な
柳
川
豊
前
守

調
信
、
こ
の
人
は
ま
た
熱
心
な
日
奥
信
者
で
、

こ
の
人
が
駿
河
の
有
力

者
と
共
ハ
に
家
康
に
赦
免
の
訴
願
を
働
き
か
け
、
ま
た
同
十
六
年
前
後
清

水
紹
務
が
後
藤
徳
乗
等
と
運
動
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
働
き

か
け
に
対
し
日
奥
は
流
罪
赦
免
は
確
実
で
あ
る
と
確
信
し
つ
つ
も
、
信

徒
た
ち
の
こ
の
動
き
に
対
し
感
謝
し
赦
免
さ
れ
る
こ
と
は
仏
法
の
鏡
に

か
け
て
明
白
な
こ
と
で
は
あ
る
が
す
べ
て
こ
れ
仏
意
の
計
い
の
存
す
る

と
こ
ろ
と
し
、
慶
長
七
年
の
赦
免
運
動
に
つ
い
て
同
年
三
月
八
日
の

「御
(難
記
」
に

「身
は
た
と
い
此
島
に
朽
ち
果
て
候
と
も
名
は
朽
ち
ま

じ
く
候

へ
ば
、
仏
法
は
死
し
て
後
に
も
弘
ま
り
候
べ
し
…
…
た
と
ひ
帰

洛
を
と
げ
ず
候
と
も
御
歎
き
あ
る
べ
か
ら
ず
」
(万
亀
p
一
四
一
)
と

い

い
、
慶
長
十
六
年
の
赦
免
運
動
に
つ
い
て
は
紹
務
に

徳
乗
よ
り
書
状
に
あ
ず
か
り
候
種
々
肝
煎
候
由
奇
妙
に
存
候
、
去
り
な
が

ら
還
住
の
義
は
仏
意
御
計
あ
る
べ
く
候
間
、
さ
の
み
御
心
を
つ
く
さ
れ
ま
じ

く
候
、
か
様
の
処
に
逗
留
申
候
ほ
ど
功
徳
つ
も
り
候
間
後
世
の
得
分
と
存
候

と
感
謝
し
な
が
ら
更
に

(7
)
 

今
明
年
な
ど
帰
洛
候
こ
と
は
悪
し
く
候
は
ん
と
存
ず
る
事
に
候

と
活
動
を
抑
え
て
い
る
。
日
奥
は
宗
祖
日
蓮
に
信
伏
随
従
し
造
次
顛
油

に
も
違
う

こ
と
な
か
ら
ん
を
期
し
た
人
で
あ
る
が
、
赦
免
に
対
す
る
こ

の
対
応
は
日
蓮
の

「
真
言
諸
宗
違
目
」
の
制
誠
に
符
を
合
わ
す
も
の
で

人

々
に
感
銘
を
起
こ
さ
し
め
る
。
文
永
九
年

(
一
二
七
二
)
五
月
、
配
流

七
ケ
月
目
、
鎌
倉
で
展
開
し
て
い
る
日
蓮
赦
免
運
動
を
、
日
蓮
は

早
々
に
御
免
を
蒙
ら
ざ
る
事
は
之
を
歎
く
べ
か
ら
ず
定
で
天
こ
れ
を
抑
る
か

日
蓮
の
御
兎
を
蒙
ら
ん
と
欲
す
る
の
事
を
色
に
出
す
弟
子
は
不
孝
の
者

と
制
し
て
い
る

(定
本
p
六
三
八
)。
日
蓮

の
こ
う
し
た
抑
制
を
日
奥

は

身
を
も
つ
て
学
び
服
麿
し
た
が
、
同
時
に
流
罪
赦
免
を
法
華
正
義
の
顕

益
で
あ
る
と
極
成
し
て
い
る
日
奥
は

「秋
元
砂

」
に
明
さ
れ
た
諦
身
.

諺
家

・
諺
国

の
三
諺
法
を
自
身
は
完
全
に
免
脱

し
た
こ
と
を
確
信
し
次

の
如
く
書
き
留
め
誓
願
を
の
べ
た
。

仰
願
、
高
祖
大
士
の
加
被
を
蒙
て
天
下
諺
法
供
養
を
止
め
、
宗
旨
の
制
法
を

前
々
に
帰
し
、
自
他
正
直
に
仏
法
を
行
じ
、
倶
に
薩
婆
若
海
に
入
ら
ん
。
是

予
が
念
願
也
、
若
時
剋
未
レ至
、
此
嶋
に
空
く
死
せ
ば
、
後
生
有
レ志
人
、
此

御
書
を
拝
し
て
念
力
を
と
げ
よ
。

こ
の
文
は
録
内
秋
元
砂
の
余
白
に
慶
長
十
六
年

に
書
き
入
れ
ら
れ
た
が

の
ち
次
の
文
が
加
筆
さ
れ
て
い
る
。

追
、
右
の
念
力
や
徹
り
け
ん
、
翌
年
正
月
五
日
赦
兎
、
二
月
十
三
日
迎
船

対
馬
に
来
る
。
同
四
月
四
日
、
嶋
を
立
て
六
月
四
日
に
京
に
着
き
、
板
倉
伊

賀
守
に
対
面
し
ぬ
。

こ
う
し
て
日
奥
は
赦
免
帰
洛
す
る
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
人

々
は
何
人

も
日
奥
の
赦
免
は
あ
る
ま
い
と
考
え
て
い
た
と

い
う
。
煩
わ
し
い
よ
う

で
あ
る
が
、
日
奥
の
柳
川
豊
前
守
に
お
く
つ
た
書
状
に
よ
つ
て
当
時

一

般
の
風
潮
と
日
奥
の
信
念
確
信
の
さ
ま
を
み
て
お
き
た
い
。

御
当
代
に
、
日
奥
本
意
を
開
き
帰
洛
せ
し
め
候
事
は
一
向
あ
る
ま
じ
き
義
と
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天
下
と
も
に
申

し
ふ
ら
し
候
事
は
御
存
知
の
事

に
候
。
況
や
予
当
国
に

て
相

果
て
候
共
ハ、

一
身
安
堵

の
御
詑

言
、
申

す
間
敷

と
中
し
切
り
候
。
貴

殿

へ
も

度

々
申

候
上
は
、
京
都

へ
も
切

々
申
遣
候
。
然

る
上
は
大
海

の
底

の
大
盤
石

は
ひ
と
り
浮

び
出
る

こ
と
は
あ

り
と
も
、
某

が
二
度
帰
洛
せ
し
め
候
事
は
成

り
が
た
き
事

に
候
。
然
れ
ど
も
、
愚

意
に
存
候
様
は
法
華
経
に
誤
り
な
く
、

釈
尊

の
金
言
偽
な
く
ん
ば
よ
も
む
な
し
く
て
相
果

つ
る
事
は
有
間
敷

と
強
盛

に
仏
天

へ
訴
え
候

へ
ば
案

に
違

は
ず
此
の
如
く
御
赦
兎
を
蒙

り
帰
洛

せ
し
め

候
、
こ
れ
法
華
経
の
金
言
不
虚
し
る
し
と
は
思
召
候
は
ず
や

こ
う
し
て
日
奥
は
自
身
の
配
流
は
法
華
経
如
説
修
行
の
身
読
で
あ
る
か

ら
に
は
今
生
に
赦
免
さ
れ
る
事
は
疑

い
な
い
と
確
信
し
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
る
。
か
く
し
て
慶
長
十
七
年
所
期
の
如
く
帰
洛
し
た
日
奥

は
妙
覚
寺
脇
坊
延
寿
坊
に
入
り
四
ヵ
年
止
住
、
元
和
二
年

(
一
六
一
六
)

諸
寺
上
人
が
日
奥
に
改
悔
し
不
受
不
施
義
通
用
の
約
定
を
入
れ
た
の
を

機

に
本
坊

に
入
つ
た
。

つ
い
で
同
山
修
復
、
本
坊
、
客
殿
を
再
興
し
、

同
元
和
九
年
三
月
千
余
僧
を
請
じ
て
万
部
会
を
い
と
な
み
、
同
廿
八
日

成
満
し
た
が
、
そ
の
年
十
月
十
三
日
、
不
受
不
施
義
公
許
状
を
得
た
の

で
あ
る
。

日
奥
の
喜
悦
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

四
 

不
受
流

人
僧

の
祈

り
と
期
待

日
奥
の
対
馬
配
流
、
赦
免
以
後
公
許
の
折
紙
下
賜
に
至
る
ま
で
の
生

活
は
不
受
不
施
公
許
の
祈
り
で
あ
り
、
公
許
以
降
は
感
謝
法
悦
の
祈
り

の
生
活
で
あ
つ
た
が
、
間
も
な
く
身
延
山
を
根
拠
と
す
る
日
重
の
系
譜

を
つ
ぐ
関
西
諸
山
と
、
江
戸
の
池
上
本
門
寺
を
中
心
と
す
る
関
東
諸
山

の
間
に
再
び
不
受
不
施
論
が
起
り
、
幕
府

は
寛

永
七
年

(
一
六
三
○
)

二
月
廿

一
日
両
者
を
江
戸
城
に
対
論
さ
せ
た
が
、
そ
の
裁
決
は
家
康
の

不
受
不
施
義
を
断
ぜ
ら
れ
た
政
治
対
決
の
先
例
を
正
面
に
出
し
て
法
義

内
容
に
触
れ
ず
、
池
上
本
門
寺
を
中
心
と
す

る
関
東
諸
山
を
敗
論

と

し
、
こ
れ
に
出
席
し
た
池
上
方
同
心
の
諸
師
を
流
罪
、
ま
た
同
年
三
月

十
日
、
京
都
妙
覚
寺
で
六
十
六
歳
を
も

つ
て
入
寂
し
て
い
た
日
奥
も
、

彼
等
の
首
魁
で
あ
る
と
し
、
再
犯
の
故
を
も

つ
て
再
度
対
馬
に
配
流
と

決
し
た
。
今
対
論
出
席
者
と
流
罪
地
を
あ
げ
て
見
よ
う
。

池
上
本
門
寺
日
樹
 
信
州
飯
田
脇
坂
淡
路
守
安
元

中
山
法
華
経
寺
日
賢
 
遠
州
横
須
賀
井
上
河
内
守
正
利

平
賀
本
土
寺
日
弘
 
豆
州
戸
田

上
総
小
西
談
所
日
領
 
奥
州
中
村
相
馬
大
膳
亮
義
胤

下
総
中
村
談
所
日
充
 
奥
州
岩
城
平
内
藤
帯
刀
忠
興

碑
文
谷
法
華
寺
日
進
 
信
州
上
田
仙
石
越
前
守
政
俊

こ
の
他
、
対
論
に
連
坐
し
、
出
席
し
な
か
つ
た
小
湊
誕
生
寺
日
延
は

自
か
ら
進
ん
で
追
放
さ
れ
ん

こ
と
を
願

い
、
は
じ
め
伊
勢
神
戸
に
預
け

ら
れ
の
ち
九
州
博
多
の
地
に
赴

い
て
い
る
。

池
上
本
門
寺
長
遠
院
日
樹
は
飯
田
の
配
所
に
あ
つ
た
が
病
を
得
て
翌

寛
永
八
年
五
月
十
九
日
、
五
十
八
歳
を
も
つ
て
寂

し
た
。

 こ
の
こ
ろ
不
受
不
施
義
を
立
て
公
儀
に
違
犯
し
た
諸
師
が
、
法
華
の

正
義
を
死
守
し
幕
府
権
力
に
拮
抗
し
て
毫
も
屈

し
な
か
つ
た
反
骨
精
神

不
受
不
施
派
流
僧

の
祈

り
と
行
法

(
宮
 
崎
)

四
三
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不
受
不
施
派
流
僧
の
祈
り

と
行
法

(
宮
 

崎
)
 

四
四

は
当
時
の
士
庶
に
高
く
評
価
さ
れ
、
京
都
に
お
い
て
も
江
戸
に
お
い
て

も
人
々
の
崇
敬
は
並

々
で
な
か
つ
た
。
例
え
ば
京
都
妙
覚
寺
は
身
延
山

の
支
配
と
な
り
日
乾
が
住
持
と
な
つ
た
が
、
百
余
の
末
寺
は
殆
ん
ど
本

山
を
捨
て
、
僅
か
七
力
寺
が
本
山
に
つ
き
、
武
蔵
に
お
い
て
も
池
上
本

門
寺
、
中
山
法
華
経
寺
等
身
延
支
配
と
な
つ
た
諸
寺
の
末
寺
は
本
山
を

離
脱
し
、
信
徒
は
こ
れ
ら
の
末
寺
に

つ
い
て
本
寺
を
忘
れ
、

こ
れ
に
よ

つ
て
本
寺

は
衰
微
し
伽
藍
は
雰
落
し
て
法
灯
挑
げ
が
た

い
様
態

と
な

り
、
身
延
山
も
ま
た
諸
国
の
参
詣
、
運
志
激
減
す
る
に
至
つ
て
い
る
。

し
か
る
に

一
方
な
お
も
不
受
不
施
義
を
主
張
す
る
小
湊
誕
生
寺

・
碑
文

谷
法
華
寺
.
平
賀
本
土
寺
は
い
よ
い
よ
繁
昌
し
、
不
受
不
施
義
を
立
て

る
新
寺
は
厳
重
な
新
寺
建
立
停
止
令
に
も
か
か
わ
ら
ず
明
暦

の
こ
ろ

(
一
六
五
五
)
に
は
江
戸
府
内
に
さ
え
二
百
余
の
新
寺
を
た
て
そ

の
勢

威
旧
に
倍

す
る
も
の
が
あ
つ
た
。
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
が
ら
流
人

と
な
つ
た
諸
師
は
そ
の
土
地
で
ま
た
深

い
帰
敬
を
う
け
て
い
る
。

長
遠
院
日
賢
 
領
主
本
源
寺
を
横
須
賀
に
建
つ

了
心
院
日
弘
 
村
民
長
谷
寺
を
戸
田
に
建
つ

守
玄
院
日
領
 
相
馬
藩
家
老
池
田
直
介
仏
立
寺
を
相
馬
に
建

つ

遠
寿
院
日
充
 
領
主
庵
を
窪
田
に
建

つ

修
禅
院
日
進
 
領
主
妙
光
寺
を
上
田
に
建

つ

長
遠
院

日
樹
は
寛
永
八
年
五
月
入
寂
し
て
い
る
が
他
の
諸
師
の
厚
遇

か
く
の
ご
と
く
で
あ

つ
た
。
し
か
も
人

々
は
再
び
不
受
不
施
義
再
興
を

願

い
、
流
罪
赦
免
を
請
う
て
祈
願
を
こ
ら
し
、
好
機
を
う
か
が
つ
て
は

赦
免
運
動
を
く
り
ひ
ろ
げ
た
。

中
妙
院
日
観
は
池
上
本
門
寺
大
坊
十
三
世
で
あ
つ
た
が
、
身
池
対
論

の
裁
決
に
服
せ
ず
貫
首
日
樹
に
随
順
し
て
大
坊

を
退
出
し
、
下
総
野
呂

妙
興
寺
に
入
り
、

こ
こ
に
学
室
を
設
け
た
。
野
呂
談
林
が
こ
れ
で
の
ち

安
国
院
日
講

こ
の
化
主
と
な
つ
て
不
受
不
施
義

を
高
揚
し
た
こ
と
は
有

名
で
あ
る
。
日
淳
は
三
浦
大
明
寺
十
七
世

(除
歴
)
で
あ
る
が
、

こ
の

二
師
寛
永
十
三
年
四
月
は
日
光
東
照
宮
廟
が
竣

工
し
て
大
祭
が
行
わ
れ

る
の
を
機
と
し
て
不
受
公
許
と
流
僧
の
宥
免
を
訴
願
し

今
流
罪

一
等
の
名
を
宥
恕
せ
ら
れ
ば
、
日
樹
也
、
生
前
の
大
望
を
死
後
に
達

す
る
も
の
か
…
…
今
年
東
照
大
権
現
の
大
祭
礼
の
佳
節
に
あ
い
あ
た
る
。
定

ん
で
知
る
非
常
の
大
赦
を
蒙
ら
ん
こ
と
を

と
懇
請
し
て
い
る
。

遠
州
横
須
賀
に
井
上
正
利

の
帰
依
を
得
百
石

の
寺
領
を
付
さ
れ
た
本

源
寺
に
住
持
し
た
寂
静
院
日
賢
は
寛
永
十
五
年

が
秀
忠
七
回
忌
に
当
る

の
で
赦
免
が
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
期
待
し
、

江
戸
の
慈
淵
老
な
る
人

に
高
祖

・
十
羅
刹
女
.
妙
見
へ
御
法
楽
頼
存
候
、
来
年
は
台
徳
院
様
御
年
忌
に

候
条
、
自
然
は
赦
免
の
事
も
あ
る
べ
く
候
欺
、
御
く
じ
を
三
返
取
り
候
て
下
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さ
る
べ
く
候

と
い
い
や

つ
て
い
る
。
恐
ら
く
、
寛
永
十
三
年

東
照
宮
大
祭
礼
の
時
に

も
赦
免
を
期
待
し
、
来
年

こ
そ
は
、
と
心
を
お
ど
ら
せ
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。
日
賢
は
こ
う
し
た
中
で
、
寛
永
十
四
年
閏
三
月
刊
行
し
終

つ
た
か
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の
舜
統
院
真
辺
の
破
邪
顕
正
記
五
巻

の
日
蓮
悪
罵
の
言
に
対
し
、
同
年

と
翌
十
五
年
に
か
け
諭
迷
復
宗
決

一
巻
、
同
別
記

一
巻
を
製
し
往
時
の

弟
子
で
あ

つ
た
真
遣
の
謬
義
を
諭
し
て
い
る
。
日
賢
は
か
く
大
赦
を
の

ぞ
ん
だ
が
、
白
烏
の
訪
れ
な
く
し
て
寛
永
二
十

一
年
八
月
二
十
四
日
六

十
二
歳
を
も

つ
て
本
源
寺
に
入
寂
し
た
。

岩
城
平

の
内
藤
帯
刀
忠
興
に
預
け
ら
れ
た
中
村
檀
林
能
化
遠
寿
院
日

充
は
そ
の
地
の
窪
田
に
寺
地
庵
室
を
た
ま
い
、
藩
の
子
弟
に
学
問
を
教

授
し
た
。
そ
の
生
活
は
相
当
自
由
で
あ

つ
た
ら
し
く
玄
抽
老
と
い
う
篤

信
の
人
が
平
の
窪
田
庵
に
参
詣
訪
問
し
た
と
き
湯
治
に
出
か
け
留
守
で

あ

つ
た
こ
と
を
詑
び
て
い
る
が

尚
々
先
度
は
高
駕
な
ら
れ
候
所
他
行
故
閑
談
を
と
げ
ず
御
残
多
存
候
以
上

先
日
は
御
尋
ね
の
処
折
節
湯
治
を
致
し
候
故
面
上
能
は
ず
御
残
多
存
候
。

岩
城
平
は
岩
城
温
泉
の
温
治
場
の
そ
ば
で
あ
る
。
寛
永
九
年
四
月
廿

一

日
の
書
状
に
信
州
伊
奈
の
日
樹
よ
り
不
受
公
許
、
赦
免
の
祈
念
を
す
る

よ
う
に
と

の
通
知
の
あ

つ
た
こ
と
よ
ろ
こ
び
、
自
分
も
懸
命
の
祈
念
を

捧
げ
る
こ
と
誓

い
、
こ
の
功
験
に
よ
つ
て
こ
の
四
月
の
末
-
恐
ら
く
四

月
廿
八
日
立
教
開
宗
会
の
佳
日
を
あ
て
た
も
の
か
-
に
は
中
村
檀
林
に

か
え
り
面
談
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
確
信
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

此
元
仕
合
せ
能
候
間
心
安
か
る
べ
く
候
、
明
日
よ
り
一
七
日
之
御
祈
念
相
始

候
、
池
上
様
へ
も
御
隠
密
之
御
祈
念
わ
れ
ら
に
仰
せ
付
け
ら
れ
候
御
事
、
身

に
あ
ま
り
悉
存
ず
る
事
に
候
、
当
月
の
末
へ
に
は
帰
談
候
と
万
々
物
語
候
べ

く
候
、
す
こ
し
も
き
つ
か
い
有
間
敷
候
。

日
充
の
中
村
帰
檀
の
確
信
は
見
ら
れ
る
如
く
不
動

の
も
の
が
あ
る
。
し

か
も
寛
永
九
年
四
月
末
の
期
待
は
お
ろ
か
、
年

の
末
に
日
樹
の
計
を
聞

く
の
で
あ
る
が
、
日
充
は
赦
免
を
確
信
し
、
寛
永
十
六
年
は
上
様

の
父

母
の
年
回
、
即
ち
秀
忠
七
回
忌
、
母
崇
源
院
十
三

回
忌

に
当

る
か
ら
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「
尤

も

御

慈

悲

可

有

之

か

と
頼

母

敷

候

て
待

入
」

る

が

こ
れ

ま

た

む

な

し

く
、

つ

い
に
慶

安

三
年

(
二
ハ
五
○
)
六

月

、

六
十

七
歳

を

も

つ
て
同

地

に
寂

し

た
。

流

僧

は

日
奥

の
赦

免

の
先

例

に

よ

り
祈

願

を

さ

さ
げ

た

の
で
あ

る

が
爾

来

多

く

の
流

僧

は
配

処

に
雄

志

を
埋

め

た

の
で
あ

る
。

1
 
日
奥

「
御
難
記
」

万
代
亀
鏡
録

P

一
二
七

(
万
亀

と
略
記
)
。

2
 

日
奥

「
頽
」
同
上

P
七
六
九
。

3
 

拙
著

「
不
受
不
施
派

の
源
流

と
展
開
」

P
二
五
六
。

4
 
日
奥
聖
人
御
消
息
集
 

付
録

P
二
。

5
 
日
経
聖
人
御
消
息
集
 

P
七
五
。

6
 
日
奥
聖
人
御
消
息
集
 

付
録

P
二
。

7
 
近
年
発
見

し
た
日
奥
書
状
 

千
葉
県
多
古
町
高
岡
道
昭

氏
蔵
。

8
 

日
奥
聖
人
御
消
息
集
 

P

一
六

9
 

日
観

・
日
淳
連
署
訴
状
 

写
本
金
川
妙
覚
寺
蔵
。

10
 

日
賢
書
状
 

近
年
新
発
見

の
書
状
 

前
掲
高
岡
道
昭
氏
蔵
。

11
 

日
充
書
状
 

日
蓮
宗

々
学
全
書

二
十

一
巻
所
収
。

(
立
正
大
学
教
授

・
文
博
)

不

受
不
施
派
流
僧

の
祈

り

と
行
法

(
宮
 

崎
)

四
五
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